
 

様式第六号の二（第九条の二関係）    （第１面） 

事業計画の概要 

１．事業の全体計画（変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること） 

小型充電式電池（汚泥※▲、廃プラスチック類＊※、金属くず＊） 
・県内事業場から排出される小型充電式電池を収集し、自社積替え保管施設で保管し、中間処分場

（焼却）へ運搬する。 
 

２．取り扱う産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の種類及び運搬量等 

 

(特別管理) 
産業廃棄物

の 種 類 

運搬量 

(ｔ／月又は 
ｍ3／月) 

性 状 
予定排出事業場の名

称及び所在地 

積替え又は保管を行う 
場合には積替え又は保 
管を行う場所の所在地 

予定運搬先の名称及び所在地 
（処分場の名称及び所在地） 

１ 

小型充電式電

池（汚泥※
▲、廃プラス

チック類＊

※、金属くず

＊） 

0.4t/月 固形 
半田㈱「他５社」 

半田市出口町 1 丁目××番地●号 

津島市西柳原町

１丁目○○番 

春日井㈱（焼却） 

春日井市柏井町２丁目××番地 

0568-○○‐○○○○ 

２     
 

 

３       

４       

５       

６       

７       

８ 

※は、石綿含有産業廃棄物を除く 
▲は、水銀含有ばいじん等を除く 
＊は、自動車等破砕物を除く 

   

 備考 取り扱う（特別管理）産業廃棄物の種類ごとに記載すること。 

                                                     （日本産業規格 Ａ列４番） 

（ ）書きで予定運搬先の処分方法を記

入してください。 

この記載例では、小型充電式電池に関する内容のみ記載しています。 

実際の事業計画によっては、他の品目についても記載が必要な場合があります。 

小型充電式電池を収集運搬する場合の事業計画等の記載例 



 

 

（第２面） 

３．運搬施設の概要 

 (1)運搬車両一覧 

 
車体の形状 

自動車登録番号 
又は車両番号 

最大積載量 
（kg） 

所有者又は使用者 備考 

１ キャブオーバ 名古屋 １００ 
う ３３－３３ ２０００ 愛知県(株) 既 

２ 
 

    

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

10      

事務所の所在地 名古屋市中区三の丸３丁目△番△号 

駐車場の所在地 
津島市西柳原町１丁目○○番 

※付近の見取図を添付すること。 
 (2)その他の運搬施設の概要 

運搬容器等の名称 用  途 容  量 備  考 

ペール缶 
小型充電式電池 
運搬用 ２０L  

 
   

    

    

                                                    （日本産業規格 Ａ列４番） 

小型充電式電池を収集運搬する際は以下の点に十分注意してください。 

・他の廃棄物と混ぜずに分別して運搬を行うこと。 

・液漏れ防止や発火防止に必要な措置を講ずること。 

例：端子部分をビニールテープ等で覆い絶縁する、濡れないように蓋つきの容器で運搬する 等 

・強い衝撃が加わる行為は行わない。（パッカー車による運搬は禁止） 

塵芥車（パッカー車）では、小型充

電式電池の収集運搬はできません。 



 

 

（第３面） 
 (3)積替え又は保管施設の概要 

 
住所    津島市西柳原町１丁目○○番 
全体面積  １００ｍ２   保管面積  ４．５ｍ２ 
種  類  小型充電式電池（汚泥※▲、廃プラスチック類＊※、金属くず＊） 

なお、上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く。 
保管上限  １．０ｍ３  保管高さ  該当なし 

 

※は、石綿含有産業廃棄物を除く 
▲は、水銀含有ばいじん等を除く 
＊は、自動車等破砕物を除く 
 
 

※構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見

取り図を添付すること。 

                                                    （日本産業規格 Ａ列４番） 

小型充電式電池を積替え又は保管する際は以下の点に十分注意してください。 

・他の廃棄物と混ぜずに区分して保管を行うこと。 

・液漏れ防止や発火防止に必要な措置を講ずること。 

例：端子部分をビニールテープ等で覆い絶縁する 

濡れないように蓋つきの容器で保管する（原則、屋内保管） 

・強い衝撃が加わる行為は行わない。 

・消防法・火災予防条例による危険物の保管基準等にも留意すること。 



 

 

（第４面） 

４．収集運搬業務の具体的な計画（車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員数

を含む。） 

 ・車両毎の用途 

1. キャブオーバ 

・小型充電式電池（汚泥※▲、廃プラスチック類＊※、金属くず＊） 

蓋つきのペール缶に入れて運搬する。 

 ・収集運搬作業を行う時間 

                ９時～１７時（休憩 1 時間） 

 ・休業日  日曜、祝祭日、年末年始（１２月２８日～１月３日） 

 

※は、石綿含有産業廃棄物を除く 

▲は、水銀含有ばいじん等を除く 

＊は、自動車等破砕物を除く 

 

従業員数の内訳 

○○年○○月○○日現在 
申請者又は 

申請者の登

記上の役員 

政令第 6 条の 10 で 
準用する第4条の6に

規定する使用人 

相談役、顧問 

等申請書の登

記外の役員 

事務員 運転手 作業員 その他 合  計 

4 人 0 人 2 人 50(2)人 100(5)人 100(5)人 ２0 人 276(18)人 
                                                      （日本産業規格 Ａ列４番） 



 

 

（第５面） 

５．環境保全措置の概要（運搬に際し講ずる措置、積替施設又は保管施設において講ずる措置を含

む。） 

（１）運搬に際し講ずる措置 

他の廃棄物と混合しないよう、また雨などで濡れないよう、蓋つきのペール缶に入れ

て運搬する。 

 

 

 

 

 

 

 （２）積替え又は保管施設において講ずる措置 

 

雨などで濡れないよう、蓋つきのペール缶に入れて保管する。 

また、屋内で積み替え、保管を行う。 

他の廃棄物と区分して保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）その他 

 

 

                                                      （日本産業規格 Ａ列４番） 

小型充電式電池を収集運搬する際の注意事項は、第２面に記載のとおり 

小型充電式電池を積替え又は保管する際の注意事項は、第３面に記載のとおり 
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（第６面） 

運搬車両の写真 

自動車登録番号 

又は車両番号 
名古屋 １００う ３３－３３  

 

 

 

 

 

前 
 

 

面 
 

 

写 
 

 

真 
 

 

 

 

 

 

写真の方向等について図示するのが望ましい。 

注意事項 

・車両の前面（真正面）を撮影すること。 

・ナンバープレートが確認できること。 

 

 

 

 

 

側 
 

 

面 
 

 

写 
 

 

真 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

注意事項 

・車両の側面（真横）を撮影すること。 

・名称等の車体の表示が確認できること 

既に許可を有している場合には所定の事項（「産業廃棄物

収集運搬車」、「会社名（事業所名）」、「許可番号」）が表示さ

れていること。 

車体の表示が読み取れない場合には、表示部分を拡大し

た写真も添付すること。 
 

 
撮影   年  月  日 

 

新規申請の場合は、  
“運搬車には、「産業廃棄物収集運搬車」、
「会社名（事業所名）」及び「許可番号」を
車体の両側面に鮮明に表示します。”と記入
してください。 

 

車両の前面及び側面の全体が写真に入るように
撮影してください。  
セミトレーラ等ナンバープレートが後部にしか
ないものは、後部から写真を撮ってください。 

第２面と整合を取ってく
ださい。  
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（第７面） 

運搬容器等の写真 

運搬容器等の名称 ペール缶 用途 小型充電式電池運搬用  

  
 
 
 
 
 
 

   注意事項 
   ・容器の全体が写るように撮影すること。  

 
撮影   年  月  日 

 

運搬容器等の名称  用途  

  
 
 
 
 
 
 

   注意事項 
    ・容器の全体が写るように撮影すること。  

 
撮影   年  月  日 

第２面と揃えてください。  
用途については、該当する品目の名称を全て記
載してください。  



 

 

保 管 計 画 書 
                      

産業廃棄物の 
種類 

保 管 方 法 

保管 
面積 
(ｍ2) 

保管容積 
（保管上限） 
（ｍ3） 

保管 
高さ 
(ｍ) 

備 考 

 

 小型充電式電

池（汚泥※▲、廃

プラスチック類

＊※、金属くず

＊） 

 

以上、水銀使用製

品産業廃棄物を

除く。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※は、石綿含有産

業廃棄物を除く 

▲は、水銀含有ば

いじん等を除く 

＊は、自動車等破

砕物を除く 

 

建屋内 

ペール缶に入れて保管 

 

 

 

 

 

４．５ 

 

 

１．０ 

(１．０ｔ) 

 

 

 
― 
 

1 日当たり

の 平 均 的

搬 出 量 の

０．５日分 

 

 

合計 
   ３ 
    品目 

  

４．５ 

 

１．０ 

  

０.５日分 

所在地 

        津島市西柳原町１丁目○○番 
管理責任者 

           一宮 さくら 

全体面積           保管面積（合計）     保管容積（合計） 

       １００  ｍ２        ４．５ ｍ２        １．０ ｍ３ 

（注）保管施設が複数ある場合は、それぞれについて作成すること。 

   保管施設の平面図、立面図、構造図及び数字の根拠となる資料を添付すること。 

 

合計が 7 日を超えないこと。 

小型充電式電池を積替え又は保管する際の注意事項は、第３面に記載のとおり 



 

 

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業許可申請等に係る規制法令確認状況表 
 

確認年月日 確 認 先 法令名 確  認  結  果 チェック欄※ 

○○年 
○○月○△日 

○△市消防本部 
予防課 

○○△○－○○－△△○○ 

消防法、 
○△市火災

予防条例 

リチウムイオン電池の保管場所が危険物の屋内貯蔵所に該当する

ため、許可申請手続きを進め、○○年○△月○○日に許可を受けま

した。 
 

－ － － 当該事業を行う地番の用途地域は、「準工業地域」となっている。  

     

     

     

注１）確認先の欄には、担当部署名、担当者の名前、電話番号を記入してください。 
注２）※には記入しないでください


